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二

一
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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
朝
鮮
内
戰
と
終
戰
処
理
費
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 
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一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
朝
鮮
内
戰
と
終
戰
処
理
費
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

占
領
軍
維
持
の
た
め
の
経
費
は
、
昭
和
二
十
五
年
度
予
算
に
お
い
て
は
終
戰
処
理
事
業
費
と
し
て
、
一
、
〇
六
四
億
円
が

計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
額
は
、
占
領
軍
の
人
員
の
増
減
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
の
み
に
よ
つ
て
決
定

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
今
回
の
朝
鮮
の
事
変
に
よ
り
終
戰
処
理
費
の
補
正
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
今
の
と
こ

ろ
考
え
ら
れ
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




